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第１部 提言の動機および目指すもの

人口減少下にあるわれわれの社会は 4 つの危機

に直面している。

その克服のためには、地域社会の新たな将来像を

構想し、その実現に向けて社会経済制度を進化させ

るけ

に
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《図表１－４》集落の状況
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《図表１－６》 《図表１－７》

日本のインフラストック額と構成 建設後 50 年以上経過する社会資本の割合

資料：内閣府「日本の社会資本
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【メリハリのある土地利用】

これを要すれば、都市はより一層都市らしさを高め、都市周辺地域はより非都市部らしさ、

すなわち田園らしさ、緑野らしさを高める方向へと土地利用にメリハリがある地域づくりを方-
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第３部 地域目標像と社会経済制度に関する３つの提言

都市の目標像、都市整備関連法制度の運用改善、

マネジメント・センター機能強化の 3 点について提

言する。

あわせて、これに関連する都市周辺部、中山間地

域の目標像および地域づくりに関する合意
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Ⅰ 高度人口集積圏（コンパクトシティー）の形成 － 都市の目標像の提言

スプロール化という問題に対する解決策として「高度人口集積圏（コンパクトシティー）」

と称する新しい都市像を提言する。

１．基本的考
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《図表３－１》高度人口集積圏（コンパクトシティー）のイメージ
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《図表３－２》街区規模のコンパクトシティー形成イメージ

【現在の状況】

＜土地利用＞ ＜景観＞

【改善された姿】

＜土地利用＞ ＜景観＞
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流地域の都市住民の負担額を調整する上で効果的と考えられる。

（３）市町村の地域整備諸計画の評価および利害の調整

第 3 に期待される機能は、各市町村が策定する地域整備諸計画が互いに整合的であるかど

うかの評価および利害の��かる
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力制限する。農地が都市的施設の立地のために転用されることを回避する

・ 農地の蚕食的減少を極力回避して大ロットの農地を確保し、農業経営の効率化、大規

模化を進め、農業所得の向上を図る

・ 耕作放棄地の再耕地化を推進する

・ 食料自給率の向上に貢献する

・ 工場・商業施設跡地などを農業用地、雑木林、公園など緑を主体とするものに転換す

る

・ 伝統文化、習慣、風習、祭り等を維持する

・ 総じて
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《図表３－６》櫛田川流域に展開するクラスター型の集落

資料：国土地理院
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Ⅲ 開放的山里生活圏（リバブルビレッジ）の形成 － 中山間地域の目標像の考察
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－ 山里の暮らし体験

－ 村祭りへの参加

・ 就労機会の誘致、伝統産業・地場産業の時代適合化を進める

－ 特産品の開発、ネッ
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《図表３－７》開放的山里生活圏（リバブルビレッジ）のイメージ

（現在）

住むに適しない地区での居住

（目標像）

住むに適しない地区からの撤退。住むに適

した地区への凝集

スローライフを求める人々との交流。外部

者に開かれたコミュニティー


















